
参考資料３－２ 

私的録音録画補償金制度の具体的制度設計について（案） 
 

平成２０年５月８日 
 
１ 制度設計に当たっての基本的な考え方 
○ 本年１月１７日の文化庁案では、私的録音録画補償金制度の縮小を原則としつ

つ、当面補償金制度での対応を検討する必要がある分野として、音楽ＣＤからの

録音と無料デジタル放送からの録画をあげている。 
 
○ これを前提として、今後の補償金制度の具体的な制度設計を検討するに当たっ

ては、次のような点を基本とすべきである。 
 
Ａ 補償金制度の縮小を前提としつつ、当面、経過的に存置するものであること

から、制度の基本的枠組みを大きく変更することは適当ではないこと 
 
Ｂ Ａを原則としつつも、平成４年の補償金制度導入以降の録音録画源の多様化

や著作権保護技術の導入等の録音録画の実態の変化を踏まえ、それらの状況の

変化を制度の運用に適切に反映しうるよう見直しを行うこと 
 
２ 具体的な制度設計 
（１）録音録画機器・記録媒体の提供に着目した制度設計 

現行制度の基本的枠組みを維持するという立場から、録音録画機器・記録媒体

の提供という行為に着目した制度を維持すべきである。中間整理においても、こ

の考え方が大勢であった。 

 
（２）対象機器・記録媒体の範囲 
① 基本的な考え方 
 対象機器・記録媒体について、中間整理では、「著作物等の録音録画が行われ

る可能性がある機器は原則として対象すべきであるという考え方」と「現行法の

考え方を原則として維持すべきであるとする考え方」を並べているが（中間整理

Ｐ１２９、Ｐ１３０参照）、現行制度は、録音録画を主たる用途としている機器

及び記録媒体を対象としているところであり、基本的な考え方に沿って、これを

維持するものとする。 
 
② 機器等の類型ごとの考え方 
○ 中間整理における機器等の類型の区分（中間整理Ｐ１３０～Ｐ１３３参照）

について、前述①を踏まえ、考え方を整理すると次のとおりである。 
 
ア 分離型専用機器と専用記録媒体 
・ 現行制度の対象であり、当然対象になると考えられる。 
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・ なお、録音録画専用機器・記録媒体であっても、第３０条の適用範囲から除

外された利用形態のみに使用される機器等や補償の必要性がないとされた著作

権保護技術だけに対応する機器等は対象外とすべきである（中間整理Ｐ１３０

参照）。 
 
イ 録音録画機能が附属機能でない機器のうち記録媒体を内蔵した一体型のもの

（例ＨＤＤ内蔵型録画機器、携帯用オーディオ・レコーダー） 
・ 録音録画を主たる用途としている機器等である限りは、特に分離型機器等と

区別する必要がないので対象にするべきである。 

 

・ なお、最近の携帯オーディオ・レコーダーについては、録音録画機能以外の

機能を有しているものもあるが、製造業者の販売戦略や利用の実態等に照らし

て、現状においてはほとんどのものが録音録画を主たる用途としていると考え

られるので、対象機器に加えるのが適当である（中間整理Ｐ１３０～１３１参

照）。 

 
ウ 録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能といえ

ないもの（例 現在のパソコン） 
・ 現状では、録音録画を主たる用途としている機器とはいえないことから対象

とすべきでない。 

 

・ ただし、いわゆるパソコンと総称される機器については、今後様々な仕様の

機器が開発され普及する可能性があるところから、仮にパソコンといわれるも

のであっても、ウに該当しない機器が開発・普及するような場合は、改めて考

え直す必要があると考える。なお、このことはエについても同様である。 

 

（注） いわゆるテレビチューナー付きパソコンについても、現状では、録画を主

たる用途としている機器とはいえないので対象外と考えられる。 
 
・ なお、パソコンへの録音録画については、第３０条の適用範囲の見直しによ

り、違法録音録画物や違法配信からの私的録音録画や、適法配信からの私的録

音録画については、第３０条の適用範囲から除外され、別途の対応がなされう

ることとなること、音楽ＣＤ等からの録音についても、携帯用オーディオ・レ

コーダーへの録音の手段として行われることが多く、その場合には携帯用オー

ディオ・レコーダーについて補償金の対象となっていることも考慮すべきであ

る（中間整理Ｐ１３１参照）。 

 
エ 録音録画機能を附属機能として組み込んだ機器（例えば留守番電話、携帯電

話、録音機能付きカーナビゲーション） 
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・ 現行制度においても本来の機能に付属する機能として録音録画機能を有する

ものは除外しており、また、ウの考え方との均衡からも、現状では対象にすべ

きでないと考えられる。 

 

・ なお、録画機能を組み込んだ録画機能付きテレビについては、先述したテレ

ビチューナー付きパソコンとは異なり、録画源であるテレビに録画機能が一体

的に組み込まれた機器であり、いわゆる汎用性のある機器とはいえないことか

ら、対象に加えて差し支えないと考えられる（中間整理Ｐ１３２参照）。 

 
オ 専用記録媒体以外の記録媒体 
・ ウと同様であり、現状では対象にすべきではないと考えられる。 
 
③ 第３０条第２項の改正 

以上の考え方を第３０条第２項において明確にするため、次の点について所

要の法改正を行う必要がある。 
 

・ 現行法は録音録画機能が本来の機能に附属するものではないものを対象にする

という機能に着目した規定の仕方をしているが、平成１０年の政令改正時に整理

された立法趣旨の確認事項（中間整理Ｐ１２７参照）に従い、対象機器等に該当

するかどうかの要件として主たる用途の要件をより明確にすること 

 

・一体型の機器等についても対象になること 

 
（３）対象機器及び記録媒体の決定方法 
① 政令指定方式の維持     
・ （２）の考え方に基づき、対象機器等の範囲が明確であり、法的安定性や予見

可能性の点で優れた政令指定方式を維持すべきと考える。 
 
② 評価機関の設置 
・ しかしながら、上記のように可能な限り法令上明確化を図るとしても、個々の

機種等の評価については、それが対象機器・記録媒体かどうか疑義を生じる場合

もあると考えられる。 
 
・ したがって、関係者間で疑義が生じ、協議によって解消しない場合については、

その解決のため文化庁に設置された公平な評価機関により判断する仕組みを導入

することが必要である。 
 
・ この評価機関は、権利者、製造業者、消費者、学識経験者等で構成され、文化

庁の要請に基づき、透明性及び迅速性が確保された決定プロセスにより検討を行

うものとすることが必要である。 
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・ また、当該機関は、対象機器等の決定が円滑に行われるよう、例えば主たる用

途の要件を判断する場合の基準作りなど、個々の紛争処理以外の機能を持たせた

機関として位置づけるべきである。 

 
（４）補償金の支払義務者 
○ 中間整理では、支払義務者について法律的な整理を行ったところである（中間

整理Ｐ１３５～Ｐ１３７参照）。この問題は関係者で大きく意見が分かれている

が、１において、現行制度の基本的枠組みを維持するとの基本的考え方に基づき、

この点については現行制度のとおり補償金の支払義務者は消費者とし、メーカー

等は協力義務者とすることが適切であると考える。 
 

この点については、制度の国際的整合性や、機器等のメーカー等は機器等の販

売等により利益を得ていることから、補償金の支払義務者はメーカー等とすべき

という考え方もあるところである。 
 
○ なお、返還制度については、利用者の立証責任の軽減、返還手続きの簡素化等

の運用上の工夫によって返還制度の問題点はある程度解消されると考えられるこ

となどから、課題を残しつつも運用上の工夫で対応することとする。 
 
（５） 補償金額の決定方法 
① 認可制の維持 

現行制度では補償金額の決定にあたり、指定管理団体から文化庁への申請に基

づき、文化審議会での審議を経て、文化庁の認可を受けることとなっており、こ

の点についても現行法の手続きを維持することが適当である。  
 
② 認可にあたり関係者の意見を反映する仕組 
・ しかしながら、私的録音録画の実態の変化を適切に補償金額の決定に反映しう

るように、具体的な補償金額の認可手続の前に、より多くの関係者の意見が反映

されるような仕組作りが必要だと考えられる。 
 
・ 具体的には、（３）②の評価機関において、補償金額のあり方について関係者

から意見を聴取し、次の補償金額の決定に関して考慮すべき事項も踏まえた上で、

一定の方針を策定することが考えられる。 
 
③ 補償金額の決定に関して考慮すべき事項 
補償金額の決定に関して次のような事項を考慮すべきである。 

 
Ａ 補償金額の決定にあたっては、私的録音録画の実態を適切に制度の運用に反

映させるという観点から、実態の正確な把握と分析が必要であり、定期的な実
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態調査を行うことが不可欠である。 
 
Ｂ 私的録音録画の実態の変化を踏まえて、補償金額の決定にあたっては、次の

ような点に留意すべきである。 

ⅰ）録音録画に用いられる機器・記録媒体の機能・用途 

ⅱ）私的録音録画に用いられる録音録画源の実態 

ⅲ）機器・記録媒体が補償金の対象となる私的録音録画に用いられる実態 

ⅳ）機器・記録媒体と著作権保護技術との関係 

ⅴ）タイムシフト・プレイスシフトとの関係 

ⅵ）機器・記録媒体の記録容量と私的録音録画の頻度や分量との関係など 

 
Ｃ 私的録音録画に使用される程度や著作権保護技術の影響、対象機器・記録媒

体の機能・用途などの事項は法律上考慮事項として明記することも考えられる。 

 
Ｄ ②の仕組を活用のうえ、迅速な補償金額の決定が出来るようにすることが重

要である。 

 
（６）私的録音録画補償金管理協会   
○ 録音機能と録画機能が同一の機器等で併存するものが増加してきたことを踏ま

え、また共通目的事業の合理的・効率的実施、管理経費の削減等のため、補償金

管理協会は１つにすることが適当と考えられる（中間整理Ｐ１３９参照）。 
 
（７）共通目的事業 
○ 補償金制度は包括的な制度であること、個々の利用者の録音録画の実態を詳細

に把握することは事実上不可能であり、個々の権利者への厳密な配分には限界が

あるので、共通目的事業は継続すべきであると考えられる（中間整理Ｐ１４０参

照）。 
 
○ なお、共通目的事業の用途については社会的関心が高いと考えられるので、事

業の透明性を確保するため、事業内容の公開を義務づける必要がある（中間整理

Ｐ１４１参照）。 
 
○ また、共通目的事業の割合については、現行制度における２割を維持すること

が適当である（中間整理Ｐ１４１参照）。 
 
（８）補償金制度の広報 
○ 補償金制度に関する国民の理解を得るための広報活動は重要であり、そのため

関係者は努力する必要があると考えられるが、とりわけ補償金管理協会の役割が

重要であると考えられるところであり、同協会に広報義務を課すことが適当であ

ると考えられる（中間整理Ｐ１４１参照）。  
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